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ブ
ラ
.I,h
ル
国
に
於
て
は
､
千
八
百
五
十
年
六
月
二
十
五
日
の
商
法
第
三
銅
に
､
巳
に
破
産
制
度
を
謎
め
居
り
た
る
も
の
で
あ

っ
て
.
同
法
第
七
百
九
十
七
燦
乃
至
第
九
百
七
陳
の
規
定
が
即
ち
破
産
の
規
定
で
あ
る
｡

之
に
依
れ
ば
.
其
第

二
中
が
細
則
､
第
二

茸
が
横
棒
者
集
合
及
び
強
制
和
議
､
第
三
章
が
債
樺
者
合
同
､
第
四
葦
が
債
樺
の
順
位
二
郎
先
輩
が
配
首
､
第
六
茸
が
復
頗
及
び
第

七
茸
が
文
箱
浴
後
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

(A
lex
an
clel･,
l･Lon
k
u
rsg
e
sctz
e
.

S
.
4
13)
｡
超
え
て
千
九
百
三
生
六
月
三
日
に
破
産
法

(
R

e

gulam
ento
d
e

fauer)cias)を
制
定
し
､
之
を
二
編
に
分
ち
(
三
打
tLq
十
七
ケ
候

)l
第

丁
編
を
商
事
破
産
手
緩
と
名
づ
け
.
第

二
編
を
破
産
罰
手
抗
と

名
づ
け
A
第

山
編
を
更
に
十
茸
に
分
ち
､
叉
第
二
抗
ヰ竺

二
早
に
分
っ
た
の
で

あ

る

(H
an
detsgesetlJed
c
s

E

r

d
batts,
B
d
.

V

.

S
.7
6
6

ff

.)
0

然
る
に
其
の
後
数
年
を
経
て
之
を
改
iE
L
､
千
九
百
八
年
十
二
月
十
七
日
に
､
薪
に
又
改
:LiBE
の

破
産
法

(A

nova
tei
sobre
fatlcncias)
を
制
定
し
た
の
で
あ
っ
て
､其
係
数
は
百
九
十
二
ケ
陳
よ
り
成
り
~
之
れ
を
十
重

早
に
分

ブ
ラ
ジ
ル
の
新
破
産
法

(
七
〇
こ

】
三
五



第
五
十
一
怨

第
g
:北

(
七
〇
二
〕

一三六

ち
､
第

7
葦
は
､
破
産
の
性
質
及
び
破
産
宣
骨
と
名
づ
け
.
之
れ
を
更
に
分

ち
て
第

7
節
を
破
産
の
原
因
及
び
破
産
能
力
､
第
二
節

を
裁
判
上
の
破
産
決
定
と
定
め
'
第
二
葦
を
破
産
宣
骨
決
定
の
数
カ
と
名
づ
け
､
其
第

7
節
を
倍
様
者
の
植
利
に
封
す
る
数
力
.
第

二
節
を
破
産
者
の
身
上
に
封
す
る
効
力
､
第
三
節
を
破
産
者
の
財
産
に
封
す
る
数
カ
､
第
関
節
を
破
産
者
の
契
約
に
封
す
る
効
力
､

第
五
節
を
横
路
者
が
破
産
宣
骨
前
に
為
し
た
る
法
律
行
為
の
取
消
と
定
め
｡
第
三
章
を
破
産
管
理
人
と
題
L
P
其
第

1
節
を
破
産
管

財
人
､
第
二
節
を
清
算
人
'
第
三
節
を
破
産
管
財
人
及
び
清
算
人
に
封
す
る
共
通
規
定
と
定
め
｡
第
uq
茸
を
破
産
者
の
財
産
､
板
持

及
び
讃
券
の
差
押
と
名
づ
け
｡
第
五
車
を
債
権
の
確
定
及
び
順
位
と
超
し
.
第

7
節
を
債
膳
の
確
定
.
第
二
節
を
破
産
債
膳
者
の
順

位
と
分
ち
｡
第
六
章
を
債
横
着
集
合
､
第
七
等
を
強
制
和
議
と
名
づ
け
｡
第
八
章
を
資
産
の
換
償
及
び
債
務
の
耕
碑
と
題
L
P
其
第

7
節
を
資
産
の
換
債
と
し
､
第
二
節
を
財
国
債
晴
着
に
封
す
る
鯛
酉
､
第
三
節
を
破
席
億
樺
者
に
封
す
る
排
商
と
定
め
.
第
九
薯
を

取
戻
権
と
超
し
､
第
十
葦
を
復
樺
と
名
づ
け
､
叉
第
十

三
卓
を
破
産
漁
防
の
和
議
と
名
づ
け
'
第
十
二
草
を
裁
判
上
の
認
可
及
び
破

産
に
封
す
る
外
国
裁
判
の
数
力
並
に
破
産
宜
骨
防
止
方
法
､
第
十
三
葦
を
破
産
及
び
濠
防
和
議
に
於
け
る
違
法
行
為
並
に
之
れ
に
関

す
る
事
績
､
第
十
四
章
を
特
別
規
定
.
第
十
五
章
を

7
般
規
定
と
定
め
た
の
で
あ
る
(d
iesetb
e,B
d
.
i
V
.

Na
chtrag.)o

ブ
ラ
.ジ
ル
図
の
千
九
百
八
年
の
破
産
法
は
商
人
破
産
重
義
を
作
用
し
た
る
も
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
を
叉
千
九
空

手

九
年
十
二
月

九
日
の
法
律

(第
五
七
四
六
涜
)
に
て
改
正
し
た
の
で
あ
る
O
而
し
て
別
に
非
商
人
に
封
す
る
破
産

(茸
照
規
定
)
に
付
て
は
､
同

園
千
九
百
十
六
年

1
月

7
日
の
民
法

(
7
九

一
九
年

7
月
十
五
日
修
砿
)
の
第
千
五
百
五
十
四
保
乃
至
第
千
禿
百
七
十

1
陳
に
規
定

し
(註
こ

.

其
手
械
規
定
は
~
例

へ
ば
或
る
州
に
は
､
千
九
百
二
十
四
年
十
二
月
三
十

一
日
の
民
商
事
訴
訟
法
に
て
定
め
ら
れ
て
居



る
(
D

ie
Z
山vi
lgcsetZJC
d
e

r
G
eg
enw
art.B
,｣
.
TIT.
S
.
8
2
4
ff.)
0

売
れ
ば
､
ブ

ラ
ジ

ル
合
衆
国

の
現
時

の
破
産
制
度
は
'
所
謂
復

調
主
義

に
壕

つ
た
も

の
主

式
ふ
と
と
を
得

る
〔畢

こ
｡

(
詫

7
)

ブ
ラ
･->

か

民
法
は
､
千
入
官
七
ケ
健
よ
り
成
っ
て
居
り
､
之
れ
を
第

7
編
を
級
別
ー
第
二
編
を
各
論
と
L
'
第

三
脚
を
更
に
分
ち
て
､
第

一
軍

人
'

第
二
曹

物
､
第
三
草

法
律
夢
賓
と
属

し
､
第
二
編
を
夏
に
分
ち
て
､
第

一
革
み
親
族
檎
'
第
二
草
を
物
樺
.
第
三
軍
を
債
棟
､
第

四
草
を
相
績
槽
と
規
定
し
て
居
ろ
｡
此
分
頬
に
'
大
隠
猫
逸
法
ーこ
則
り
i1
る
も
の
な
る
も
､
喚
大
利
大
挙
の
放
歌
授
ア
ン
rL
ン
･
メ

ソ
か
-
氏

の
分
類
法
にこ
全
然
徒
ひ
た
る
も
の
と
云
ひ
得
る

(拙
著
研
究
五
撃

二
三
六
頁
参
照
)

｡

而
し
て
ブ
ラ
ジ
ル
民
法
の
樺
質
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
の

l
を
襲
ぐ
れ
は
､
我
が
尚
及
び
猫
逸
望

比
津
と
異
な
り
'
捧
別
法
に
厨
す
る
も
の
み
民
法
に
入
れ
;
二
･と
で
あ
る
O
例
へ
は
著
作
権

(第
六
四

九
傑
力
室
六
七
三
曝
し
､
並
に
出
版
横
及
び
脚
本
博

へ第

1
三
四
六
擬
乃
至
第

1
三
六
二
僚
)
､
保
険

(第

一
四
一二
二
株
乃
至
第

一
四
七
六
傍
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

及
び
破
産
の
安
穏
規
定

〔第

1
五
五
四
偉
力
至
第

一
五
七

1
犠
)
が
民
法
中
に
規
定
せ
ら
れ
あ
る
こ
と
で
あ
る
.
出
放
権
に
関
す
る
規
定
が
､

民
法
中
に
定
め
あ
る
立
法
例
は
稲
田
債
務
法
第
三
官
八
十
篠
以
下
で
あ
る
C
保
険
谷
民
法
中
に
規
足
せ
る
他
り
例
に
瑞
四
チ
-
り
七
州
の
私
法

第
四
育
六
十
九
喋
以
下
に
定
め
あ
る
が
如
き
で
あ
る

(又

一
八
七
四
年
の
自
耳
義
法
も
)
｡

(註
二

)

拙
著
破
産
法
大
綱
三
五
真
以
下
0
回
破
産
弦
及
和
議
迂
研
究
第

-
番

1
三
頁
以
下
〇

二
､
千
九
百
二
十
九
年

の
薪

破
産
法
は
.
サ

ン

･
プ
ア
ル
ロ
市

の
法
畢
教

授

D
r.
A
rru
d
a
氏

の
立
案

に
係
る
も

の
で
あ

っ
て
､

其
草
案

は
'
暫
法
中

の
必
要
な
る
も

の
を
取
り

且
､
ブ

ラ
ジ

ル
開
現
在

の
需
要

に
遠
慮

せ
し
む
る
蕎

め
に
新
主
義

に
其
き
作
ら
れ
た

も

の
な
る
の
み
在
ら
ず

.英国
､
傭
蘭
西
及
び
仰
太
利

の
破
産
制
を
採
用
せ
ん
と
企

て
た
る
も

の
で
あ
る

(
Z
eitsch
rift
f･
l･
H
･
7ハ
･

)93).H
.
2
[8
.
S
.
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プ
ラ
･Jh
か
の
新
破
産
法

｢
七

〇
三
〕

)
三
七



第
五
十
一
番

第
印
紙

(
七
〇
四
)

T
三
八

三
.
新
破
産
法
申
哲
法
を
改
善
し
若
-
は
撃
吏
し
た
る
も
の
に
付
き
其
概
軍
で
述
べ
且
非
商
人
に
封
す
る
破
産
の
規
定
を
も
略
述

せ
ん
と
す
る
｡

〓

1
'
債
権
者
が
支
沸
不
能
の
債
務
者

(商
人
)
に
対
し
破
産
申
立
を
為
し
得
る
JJ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
'
債
務
者
白
身
も
亦
自
己

に
射
し
､
椛
産
申
立
を
為
さ
ぬ
ば
た
ら
ね
の
で
あ
る
.
即
ち
.
支
梯
不
能
に
陥
り
た
る
債
務
者
は
､
英
文
梯
不
能
後
二
十
日
内
に
共

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

立
梯
不
能
を
届
出
て
且
破
産
の
申
立
を
篤
す
べ
き
義
務
が
あ
る
.
こ
れ
我
が
立
法
と
異
な
り
ー
悌
法

(商
内
三
八
怪
)
に
倣
っ
た
も

の
で
あ
る
.
破
産
原
因
た
る
文
飾
不
能
は
英
米
壬
義
の
如
-
列
車
的
に
個
々
の
場
合
を
掲
げ
て
あ
る
｡
例

へ
ぼ
資
産
の
投
資
､
債
務

の
旗
棒
､
第
三
者
に
封
す
る
財
産
の
委
付
を
残
し
た
る
と
き
-
債
務
額
に
村
営
す
べ
き
負
培
夜
き
財
産
を
取
得
す
る
JJ
と
な
-
し
て

借
締
着
の
利
益
に
於
て
捧
雷
醒
其
他
の
獲
保
桂
を
設
定
し
た
る
と
き
､
債
務
者
が
代
理
人
真

説
-
る
こ
と
な
-
叉
は
債
描
者
の
満
足

に
足
る
べ
き
金
銭
其
他
の
寄
託
を
-
し
て
､
共
営
業
所
を
離
れ
た
る
と
き
､
叉
は
相
思
期
間
の
経
過
な
-
し
て
割
合
早
く
清
算
行
篤

を
為
す
に
至
れ
る
と
き
は
､
JJ
れ
を
支
沸
不
能
と
推
定
す
る
の
で
あ
る
.
而
し
て
支
挽
不
能
の
場
合
に
は
'
裁
判
所
は
､
債
務
者
の

帳
薄
~
書
類
及
び
信
書
並
に
財
産
を
差
押

へ
且
財
産
の
魔
分
を
禁
す
る
こ
と
を
得
る
｡

破
産
申
斑
に
は
~
債
務
者
は
､
簿
記
専
門
家
の
作
成
し
た
る
貸
借
封
照
表
､
封
産
日
録
､
横
棒
者
表
及
び
業
務
に
関
す
る
契
約
の

r
ヽ
ヽ

存
在
等
を
添
附
せ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
O
支
梯
不
能
の
届
出
及
び
破
産
音
膏

の
申
立
後
二

言

内
に
裁
判
所
は
.
破
産
宣
告
の
言
渡
を
篤
さ

ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
､
若
し
軽
薄
調
査
若
-
は
語
人
訊
問
の
鴬
め
五
日
の
期
間
伸
長
を
嬰
す
る
場
合
は
比
の
限
り
で
な
S
o
支



沸
不
能
の
時
期
は
.
第

7
回
の
文
殊
打
絶
謹
書
の
提
出
せ
ら
れ
た
る
時
よ
り
計
算
し
多
く
も
川
十
日
を
遡
る
こ
と
を
得
な
い
の
で
あ

る

(
白
商
笹
川
四
二
煤
第
三
項
参
照
)
0

二
､
裁
判
所
は
､
破
産
宣
薯
と
同
時
に
破
産
管
財
人
を
選
任
す
る
の
で
あ
る
が
.
破
産
管
財
人
の
義
務
は
頗
る
厳
重
で
あ
る
.
破

産
管
財
人
は
~
破
産
裁
判
所
の
所
在
地
に
店
任
し
叉
は
常
葉
を
質
し
居
る
破
産
積
樺
者
中
よ
り
選
任
せ
ら
る
る
の
で
あ
る
が
~
著
し

債
権
者
之
を
承
諾
せ
ざ
る
場
合
に
限
り
､
破
産
に
閲
係
な
き
者
よ
り
選
ば
る
る
の
で
あ
る
o
選
任
の
後
､
直
ち
に
破
産
管
財
人
は
､

其
職
務
を

誰
茸
に
行
ふ
べ
き
旨
の
保
謹
書
を
裁
判
所
書
記
課
に
提
出
し
た
る
上
其
職
務
を
行
ふ
.べ
き
で
あ
る
O
大
破
産
に
限
り
'
破

産
管
財
人
は
p
特
別
の
鑑
定
人
及
び
計
理
士
の
式
倉
を
求
む
る
JJ
と
を
得
る
｡
英
機
総
て
の
場
合
に
於
て
は
.
破
産
管
財
人
は
､
自

己
親
ら
其
薫
給
を
履
行
し
且
手
緩
に
関
す
る
書
面
に
署
名
す
る
こ
と
を
要
す
る
O

ヽ
ヽ

破
産
管
財
人
の
職
務
中
~
新
法
に
定
め
た
る
故
も

主
要
な
る
も
の
は
-
破
産
者
の
財
産
状
態
に
関
す
る
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た

る
明
細
書
を
作
成
す
る
JJ
と
に
あ
る
｡
二
通
の
明
細
書
を
積
徒
者
集
合
前
遅
く
も
三
日
前
に
裁
判
桝
書
記
課
に
提
出
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ

の
み
な
ら
ず
.
財
産
目
録
及
び
帳
簿
の
按
等
を
添
附
せ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
｡
法
定
朋
闘
内
に
繰
出
す
る
と
と
糟
は
ざ
る
と
き
は
､
破
産
管

財
人
は
､
五
百
弗
の
罰
金
に
麿
せ
ら
る
｡
尤
も
其
僻
京
は
二

一盲

内
に
追
究
す
る
を
得
る
も
'
之
れ
を
控
絶
す
る
と
と
あ
ら
ば
､
拘

留
に
磨

T･ら
る
る
こ
と
が
あ
る
0

破
産
管
財
人
の
努
力
に
封
す
る
報
酬
の
額
は
'
判
事
之
れ
を
決
す
る
も
の
覆
る
ち
-
破
産
財
図
百

コ
･Ti

･･L･
ス
(邦
貨
約
百
三
十
囲
)

ま
で
は
英
三
割
､
同
百

コ
ン
ト
ス
乃
至

一百

コ
ン
ー
ス
ま
で
は
其
二
割
二

言

コ
ン
･i
ス
乃
至
五
官

コ
ン
ト
ス
ま
で
は

一
割
-
五
百

プ

ラ

･･B

か
の
新
破
産
法

(
七

〇
五
)

1
三
九



第
五
十

1
巻

第
四
携

(七
〇
六
)
7
四
〇

コ
ン
J･
ス
乃
至
九
百
九
十
九
コ
ン
ト
ス
九
九
九
ま
で
は
五
分
.
千
コ
ン
ト
ス
以
上
は
二
厘
に
て
其
額
を
計
算
す
る
の
で
あ
る
O
即
ち

ブ
ラ
ジ
ル
に
於
て
は
'
破
産
管
財
人
に
封
す
る
報
酬
定
率
表
を
定
め
て
居
る
｡

俵
棟
者
は
､
其
債
権
を
覇
､
原
因
及
び
性
質
を
文
書
に
記
載
し
二
通
を
裁
判
所
書
記
課
に
提
出
す
べ
-
､
一
遍
は
､
之
れ
を
記
録

に
添
附
し
'
他
の
1
通
は
.
破
産
管
財
人
に
交
付
す
+(
き
で
あ
っ
て
'
而
し
て
各
債
樺
届
出
に
付
き
破
産
管
財
人
は
､
債
終
着
に
之

れ
を
審
訊
す
る
.
破
産
管
財
人
が
調
査
し
た
る
結
果
は
-
之
れ
を
債
擢
周
出
番
に
簡
単
に
附
記
す
る
｡

一
朝
の
育
面
は
､
債
樺
届
出

最
後
の
期
日
後
五
日
内
に
､
裁
判
所
書
記
課
に
之
れ
を
摸
出
す
べ
き
で
あ
る
｡
判
事
は
､
存
在
せ
ざ
る
債
樺
に
付
て
は
､
五
日
内
に
､

存
在
す
る
債
雄
に
付
て
は
.
二
十
日
内
に
､
之
れ
が
裁
判
を
質
す
こ
と
を
軍
す
る
0
債
権
の
正
常
な
る
こ
と
の
置
操
は
'
之
れ
牢
王

張
す
る
債
権
者
に
於
て
'
五
日
内
に
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
｡
而
し
て
検
事
は
､
記
録
閲
覧
の
篤
め
二
日
を
保
留
す
る
こ
と
を
終

る
｡佑

椎
者
集
倉
は
.
法
律
上

7
定
の
期
日
に
於
て
､
召
集
せ
ら
れ
且
高
々
三
日
に
限
り
'
延
期
す
る
こ
と
を
得
る
.
尤
も
其
延
期
は

合
議
事
項
が
第

7
回
の
集
合
に
於
て
未
酉
と
為
り
た
る
場
合
に
限
る
の
で
あ
る
｡
集
合
に
於
て
は
､
出
席
債
権
者
叉
は
其
代
理
人
が
､

各
々
決
議
を
盛
す
JJ
と
を
得
る
｡
破
産
管
財
人
の
報
告
朗
語
の
後
及
び
各
横
棒
者
に
陳
述
す
べ
き
十
分
の
時
間
を
輿

へ
た
る
筏
に
於

て
'
横
棒
者
は
破
産
措
保
を
目
的
と
す
る
強
制
和
議

(
C
.n
co
rtata
ter
m
fnativ
a)
を
揖
供
す
る
こ
と
を
得
る
O
提
供
を
薦
さ
す
又

は
其
提
供
が
可
決
せ
ら
れ
ざ
る
と
き
は
､
集
合
は
清
算
人
を
選
任
す
る
｡
清
算
人
は
､
破
産
管
財
人
と
同

1
の
磯
路
を
有
す
る
O
清

算
人
は
.
正
常
な
る
事
由
あ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ぼ
.
離
任
す
る
JJ
と
を
得
な
い
.



和
議
の
中
田
は
'
少
く
も
現
金
に
て
四
割
以
上
を
排
済
す
る
JJ
と
を
要
し
且
和
議
の
成
立
に
は
~
紙
横
枠
の
少
く
も
七
割
を
代
表

す
る
多
数
の
同
意
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
｡
和
議
の
申
出
が
.
現
金
に
て
四
割
以
上
叉
は
五
割
な
る
と
き
は
､
其
成
立
に
は
､
代

表
債
姥
の
六
割
充
分
叉
望

ハ
割
の
同
意
あ
る
を
以
て
足
る
.
和
議
が
ー
歩
合
耕
酒
の
申
出
な
る
と
き
は
､
其
排
済
些

毒

を
超
過
す

べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
て
.
且
六
ケ
月
に
は
五
割
を
､

7
年
に
は
未
到
五
分
を
､
二
年
に
は
六
割
の
開
所
を
薦
す
べ
き
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
.
抵
営
樺
.
質
棟
､
先
取
特
権
及
び
留
置
樺
等
に
依
り
接
促
せ
ら
る
る
債
辞
､
破
産
開
始
後
生
存
者
問
の
法
律
行
為

に
因
旦
譲
渡
し
､た
る
債
権
又
は
拘
等
親
ま
で
の
親
族
の
有
す
る
債
樵
は
.
多
数
決
に
加
は
る
こ
と
を
得
な
S
.

横
棒
者
が
和
議
に
対
し
異
議
を
述
べ
ざ
り
し
と
き
は
､
和
議
に
封
す
る
認
可
が
判
事
よ
り
輿

へ
ら
る
0
和
議
に
封
す
る
異
議
は
､

三
日
円
に
之
れ
音
名
す
こ
と
を
要
す
る
の
み
な
ら
ず

､其事
由
は
'
手
簡
欠
紋
和
議
に
依
る
債
権
者
の
損
害
､
債
務
者
及
び
債
樺
著

聞
の
秘
祭
の
特
約
'
債
務
者
の
詐
欺
的
行
為
又
は
破
産
管
財
人
の
報
せ
中
の
重
要
な
る
不
氾
な
る
JJ
と
を
要
す
る
o

和
議
の
認
可
あ
ら
ざ
る
と
き
は
.
和
議
手
緩
は
､
破
産
宇
膏
に
醇
化
す
る
.
現
存
財
産
は
.
検
事
立
命

の
下
に
之
れ
を
公
に
寮
費

す
る
の
で
あ
っ
て
'
若
し
之
れ
に
違
反
す
る
と
き
は
墾
男
は
無
数
と
残
る
｡
不
動
産
の
競
責
は
､
三
十
旦
剛
に
之
れ
を
公
普
す
べ
き

で
あ
る
O
競
愛
人
は
.
清
算
人
之
九
を
任
命
す
る
｡
取
引
所
の
取
扱
ふ
べ
き
財
物
は
首
褒

せ
る
取
引
所
仲
買
人
に
於
て
之
れ
を
環
費

す
る
Q
通
常
な
る
場
合
に
於
て
は
､
国
税
徴
収
法
に
依
り
て
も
亦
譲
渡
が
行
は
る
.
最
も
有
利
な
る
競
責
の
申
出
埜

二
日
内
に
之
れ

が
許
可
又
は
指
抱
に
付
き
て
の
裁
判
を
残
す
の
で
あ
る
.
債
権
の
三
分
の
二
の
多
数
に
依
り
､
破
産
を
受
け
た
る
株
式
合
歓
の
業
務

の
機
構
(
他
の
観
閲
に
依
る
〕
叉
は
他
の
存
精
し
若
く
は
成
立
す
べ
き
合
融
に
封
す
る
株
式
の
譲
渡
を
決
議
す
る
こ
と
を
得
る
.
清
算

ブ
ラ

汐

ル
の
森

破
発
注

〔
七

〇
七
)

1
印

1



第
五
十
一
巻

第
四
洗

(..七
〇
八
)

1
四
二

人
は
､
安
産
の
換
債
及
び
債
務
の
耕
酉
に
関
す
る
慶
選
に
付
て
の
明
細
な
る
月
報
を
作
り
､
之
れ
を
通
知
す
る
fJ
と
を
要
す
る
.

破
産
手
緩
中
に
締
結
せ
る
和
議
は
.
和
議
約
款
の
無
数
な
る
と
き
は
.
英
数
力
を
有
せ
な
い
｡
加
之
財
産
の
投
資
.
他
の
債
植
者

の
損
害
に
於
て
為
さ
る
る
個
々
の
偵
樺
者
に
封
す
る
難
癖
~
債
緒
者
の
不
'<
行
悠
又
は
勝
怠
.
詐
欺
叉
は
過
怠
破
産
に
困
る
有
罪
破

産
及
び
事
後
の
明
白
な
る
浪
費
の
場
合
に
於
て
も
-
亦
然
り
で
あ
る
.

詐
欺
又
は
過
怠
破
産
に
因
り
､
債
務
者
が
有
罪
に
麿
せ
ら
れ
た
る
と
き
は
､
其
刑
執
行
後
五
年
円
に
限
り
~
復
権
を
受
く
る
こ
と

を
柑
る
｡
破
産
手
紙
中
に
締
結
せ
る
和
議
は
､
伍
務
者
は
､
債
腫
者
に
封
す
る
開
演
後
即
時
に
復
権
を
薦
す
こ
と
を
得
る
｡

三

●

破
産
攻
防
の
鋸
制
和
議

(C
on
co
rd
a
P
reventiv
a)
に
困
す
る
規
定
が
あ
る
｡
倍
薄
着
に
し
.P
五
割
以
上
の
排
酒
を
篤
す
べ
-
且

之
れ
に
付
き
人
的
著
-
は
物
的
揖
保
を
供
す
る
旨
の
申
出
を
雷
す
者
は
破
産
外
の
強
制
和
議
を
求
む

る
こ
と
を
得
る
｡
加
之
債
終
着

は
'
最
後
の
五
年
間
に
濠
防
和
議
を
求
め
た
る
こ
と
な
き
こ
と
､
協
遭
-
密
輸
入
.
有
罪
破
産
､
横
倍
'
詐
欺
､
窃
拓
及
び
強
盗
の

罪
に
俵
少
､
有
罪
に
塵
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
き
こ
と
及
び
自
己
望
見
任
を
負
ふ
'(
き
有
偶
語
碁
､
手
形
等
の
文
雄
を
拒
絶
せ
ぎ
り
し

こ
と
を
明
白
に
琴

不
す
る
こ
と
を
要
す
る
.
営
業
軽
薄
､
債
樺
者
及
び
明
細
な
る
貸
借
対
照
表
の
提
出
後
､
判
事
は
､
債
樺
老
中
よ

り
管
瑠
委
員

(C
om
m
issario
)
を
選
任
す
る
O
管
理
委
員
は
.
情
緒
者
の
業
務
執
行
を
監
督
す
る
こ
と
を
要
す
る
の
み
な
ら
ず

､

債
務
者
の
申
立
後
十
五
日
乃
至

二
十
日
以
内
に
招
集
せ
ら
る
+(
き
横
棒
者
集
合
ま
で
の
問
に
債
務
者
の
財
産
状
態
に
関
す
る
明
細
書

を
作
成
す
る
こ
と
を
要
す
る
｡
偵
膳
者
は
､

7
両
に
於
て
は
'
債
務
者
の
帳
簿
に
付
き
之
れ
を
間
質
す
る
樺
利
を
有
す
る
も
.
又
他



南
に
於
て
は
.
債
終
着
と
の
一
切
の
取
引
紅
過
を
口
封
に
て
又
素
両
を
以
て
報
薯
を
篤
す
こ
し)
を
要
す
る
｡
債
醒
者
集
倉
に
付
て
は
､

簡
易
な
る
形
式
を
以
て
口
頭
上
の
陳
述
を
為
す
こ
と
を
定
め
ら
れ
て
屠
る
｡
決
議
に
封
し
て
は
二

二
口
内
に
異
議
を
中
正
つ
る
こ
と

を
得
る
O
和
議
が
拒
絶
せ
ら
れ
た
る
と
き
は
二

手

桝
時
間
内
に
破
緯
手
続
が
開
始
せ
ら
れ
.
横
倍
者
集
合
は
､
其
後
十
日
以
内
に

招
集
せ
ら
れ
且
和
議
事
績
の
管
財
委
員
が
其
破
産
管
財
人
に
選
任
せ
ら
る
る
の
で
あ
る
｡
文
殊
率
の
定
め
叉
決
議
の
方
洪
等
に
付
て

は
~
破
床
上
の
強
制
和
議
に
関
す
る
規
定
が
準
用
せ
ら
る
る
.
和
議
手
緩
は
~
不
履
行
､
財
圏
の
投
蛍
を
残
し
又
は
.

他
の
債
権
者

の
損
害
に
於
て
個

々
の
債
描
者
に
優
先
的
の
玄
孫
を
箆
し
た
る
と
き
は
無
数
と
残
る
O
株
式
倉
穂
､
仲
立
人
､
倉
庫
営
業
者
等
は
.

和
議
を
締
結
す
る
こ
と
を
得
な
い
｡

四

十
五
コ
ン
･L
ス
以
下
の
破
産
尉
潟
に
付
て
は
､
簡
易
破
産
を
行
ふ
の
で
あ
る
.
判
事
は
､
破
産
管
財
人
を
選
任
す
る
｡
破
産
管
財

人
は
､
検
事
と
共
に
現
存
財
閥
を
引
受
け
'
貸
借
封
照
表
を
作
成
し
叉
は
既
存
の
貸
借
対
照
表
を
調
楽
し
-
十
日
円
に
債
槽
者
を
集

合
L
P
債
務
者
を
審
訊
L
P
横
棒
者
菱
及
び
報
官
署
を
作
る
義
務
を
有
す
る
｡
債
権
者
集
倉
は
.
二
十
日
内
に
之
れ
を
開
催
す
る
も

の
で
あ
っ
て
.

7
切
の
異
議
は
､
集
倉
に
於
て
決
せ
ら
る
0
和
議
が
成
立
せ
ぎ
り
し
と
き
は
､
清
算
人
が
選
任
せ
ら
れ
'
清
算
人
は
､

三
月
円
に
財
園
を
換
償
し
た
る
上
値
接
着
に
支
弗
を
為
さ
ぬ
ぼ
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
.

五

弊
商
人
に
封
す
る
破
産
的
賛
肥
規
定
は
二

別
に
も
述
+(
た
る
如
-
､
民
法
の
中
に
規
定
せ
ら
れ
.
両
も
其
規
定
は
(
LT
債
纏
者
の

プ
ラ
,･b
ル
の
新
破
産
法

(
七
〇
九
)

1
四
三



第
五
十

一
番

第
四
粟

(七

7
0)

1
四
四

申
立
に
凶
る
破
産
原
因
は
債
務
者
の
債
務
超
過
な
る
こ
と
(
民

1
五
五
四
燥

'
(
二
)
債
植
者
の
粕
諭
は
-
債
権
者
問
の
債
権
の
順
位

に
付
き
年
払
あ
る
と
き
又
は
債
樺
着
く
は
契
約
の
無
数
彊
偽
署
-
は
詐
欺
な
る
と
き
i=
閲
か
る
る
と
と
(
民

一
五
五
五
使
)
並
に
(
≡
)

横
棒
者
を
勲
名
義
及
び
有
名
義
の
も
の
と
置
別
し
､
無
名
義
の
者
は
､
同
順
鮫
に
あ
る
も
の
と
し
.
有
名
読
者
は
､
無
名
義
者
に
優

先
す
る
も
の
で
あ
っ
て
且
か
何
夜
る
も
の
が
有
名
義
な
る
や
叉
有
名
義
に
も
叉
順
位
あ
る
こ
と
等
を
定
め
て
あ
る

(
民

1
五
五
六
使

以
下
)
｡

而
し
て
民
法
中
に
定
む
る
破
産
的
規
定
は
､
王
と
し
て
優
先
槽
及
び
優
先
横
着
に
関
す
る
も
の
と
言
ふ
べ
き
で
あ
る
O

六

7
'
破
産
を
､
我
が
国
及
び
漏
蓮
の
触
-
.

7
般
破
産
主
義
に
す
べ
き
や
ー
体
技
の
如
-
.
商
人
主
義
と
為
す
+(
き
ゃ
､
格
叉
ブ

ラ
'･,h
ル
の
如
-
'
複
利
王
義
と
馬
す
べ
き
や
に
付
て
は
立
法
上
考
慮
す
べ
き
情
値
あ
る
も
の
と
忠
は
る
｡
沿
革
に
徴
す
る
に
'
破
産

主
義
は
､
商
人
破
産
主
義
よ
り
複
制
主
義
に
､
複
制
主
義
よ
り

7
般
破
産
主
義
に
逃
化
牽
展
し
た
の
で
あ
る
｡
而
し
て
諜
論
上
は
.

間
よ
り

一
般
破
産
主
義
が
正
常
な
る
も
､
嘗
際
上
其
何
れ
を
探
る
べ
き
や
は
､
其
国
情
の
如
何
を
大
に
掛
酌
し
て
決
せ
ざ
る
ペ
か
ら

ざ
る
問
題
で
あ
る
｡

三

ブ
ラ
ジ
ル
新
破
産
法
に
於
て
､
狙
制
和
議
(
破
産
上
.
破
産
外
共
)
に
付
き
其
折
壁
傘
の
漁
小
限
度
を
糊
剤
著
は
克
則
を
定
め

且
其
期
間
を
限
定
し
た
る
こ
と
(塀
嘆
の
和
議
法
も
亦
然
-
)
､
破
産
管
財
人
の
執
務
に
封
す
る
監
督
を
撞
重
に
し
且
其
報
酬
に
関
す

る
定
率
表
を
定
め
た
る
こ
と
等
は
､
注
目
す
べ
き
規
定
な
る
こ
と
を
矢
は
な
い
｡
此
等
に
打
て
は
荊
著
破
産
法
及
和
議
法
嗣
先
を
象

腎
せ
ら
れ
た
い
(
例

へ
ぼ
七
巻
.
六
容

1
八

二
月
以
下
二

二
輩

-
二
七
頁
以
下
)
O

(
昭
和
六
年
六
月
十
;
股
稿
)


